
 

第 32 回道州制特区提案検討委員会 

日 時： 平成 21 年 7 月 27 日（月）14:00 ～ 

場 所： かでる２・７ 720 研修室 

    出席者： 

（委 員）井上会長、五十嵐副会長、佐藤委員、林委員 

       山本委員、宮田委員 

  （事務局）高橋知事 

総合政策部地域主権局 山本局長、出町局次長、本間参事、 

渡辺参事 

経済部産業振興課   桑名主幹 

 

 

○地域主権局 渡辺参事 

 それでは議事に先立ちまして、高橋知事からごあいさつをさせていただきます。 

 

○高橋知事 

 32 回目を数えます道州制特区提案検討委員会の開催にあたりまして一言ごあいさつを

申し上げたいと思います。 

井上会長、そして五十嵐副会長をはじめ委員の皆様方には、平成 19 年 7 月に委員にご就

任して以来、2年間 32 回に亘り大変厳しいスケジュールの中にあって、毎回長時間に亘っ

て熱心にご審議をいただきましたことを、この間の皆様方のお力添えに対し心から感謝を

申し上げるしだいでございます。 

 この 2年の間札医大の定員の自由化、特定免税店制度創設、維持管理費にかかります国

の直轄事業負担金の廃止、条例による法令の上書き権の創設など、合計で 27 項目ものご答

申をいただいたものでございます。それぞれその直後の協議会なり委員会に諮り、全会一

致で議決をいただき、早急に提出をさせていただいたものでございます。 

 ご承知の通り残念ながら、その全ての実現には至っていないわけでありますけれども、

それでも第 3回までの提案 21 項目中 13 項目については何らかのかたちで実現に至ること

ができたところでございます。 

 提案につきましては、マスコミの方々を中心に小粒ではないかとか、もっとわかりやす

い大きな提案をしろとか、いろいろな声が出てきているわけであります。私は、やはり道

民の方々から 1つ 1つ心のこもった提案をいただいている。それをこの検討委員会でご審

議をいただいて提案をし、そして道議会でご議論をいただく。道議会では各会派、共産党

さんも含めて全会一致で常にご理解をいただいているということで、これはひとえに道民



が参加をし、それを真摯にこの検討委員会でご審議をいただいた上で議会に提案ができて

いるという、このシステムが大変大きいのではないかと、このように思っているところで

ございます。 

 ご提案、ご検討いただきましたポイントの中には、維持管理費にかかる国直轄負担金の

廃止、これはまさに今全国的な議論にもなっております。また条例による法令の上書き権

の創設、こういったことも分権の 1つの大きなシンボルとして今議論をされているところ

でございまして、こういった道州制を展望した場合に避けて通れない重要な検討課題をご

検討いただいたこと、本当に改めて深い感謝を申し上げるしだいでございます。 

 ちょっと余談になりますけれども、今月の知事会の議論を経て、有志の知事による道州

制実現に向けての緊急アピールをし、主要 3党、というと他の政党もありますが、自民党

さん、民主党さん、公明党さんにそれぞれご提言を行ったところでございます。 

各党は、やはり分権の究極の姿としての道州制には、それぞれ温度差はございますが理

解を示しているという実感を持ったしだいでございます。 

 これからも様々なかたちで道州制の議論というのは、北海道のこれからをつくり上げて

いく上で大変重要なことだと考えているところでございます。 

 井上会長をはじめ各委員の皆様方には、ご多忙の中これまで 2年間 4回もの答申をいた

だいたこと、誠にありがとうございました。 

本日の委員会をもって皆様方の任期は満了ということになるわけでありますが、今後も

地域主権型社会の実現に向けそれぞれのお立場で北海道に対しご協力をいただければと思

います。 

 

（渡辺参事： 知事は所用がございますので退席させていただきます。） 

 

 よろしくお願いいたします。ありがとうございました。（知事退席） 

 

（渡辺参事： それでは井上会長、議事の進行のほうをよろしくお願いいたします。） 

 

○井上会長 

 早速でございますけれども委員会の次第の 2番、議事というところに入ってまいりたい

わけです。若干事務局から、あるいは知事から説明のあった部分に重複いたしますけれど

も、これまでの経緯というのを簡単に説明しておきたいと思います。 

 みなさん方に配布されております資料の 4を見ていただくとよりわかるのですが、その

ポイントと経緯が書かれたものです。これまでこの委員会におきましては、道民の皆様方

から計 314 件の案件が道民提案というかたちで上がってまいりました。 

そういたしまして、あとで触れますけれども、資料の 1というところに、知事が言及さ

れましたこれまでの提案ということで計 4回提案をしてまいりました。4回で 27 件の項目



ということになります。こういうかたちで今日最後の日を迎えることになりますけれども、

議事の進行等々によりまして皆様方からご協力いただいたことに対し深く感謝するところ

であります。 

 本日は、今日任期最後の委員会となります。もう 4回の提案をやっておりますけれども、

5 回目の答申ということにいくには時間も十分ではないということであります。しかしこ

れまでの任期 2年間の間の様々な議論の過程で出てきた課題、あるいは問題ということを

今日は整理して次の委員会に送りたいというふうに思っております。 

その点につきましては、みなさん方にお送りしている資料では、資料の 6というところ、

最後から 2ページ目にあると思います。「次期委員会への申し送り事項（案）」というかた

ちで、(案)というかたちにしております。この点は、後程みなさん方に様々な角度からご

審議いただきたいというふうに思います。 

 その裏の 2ページになりますが、「2.個別事項」ということになっておりますけれども、

ここのところは本日の議題の(1)・(2)というところでご審議、あるいはご議論いただいた

部分について取り組んでいきたいというふうに思っておりますので、今日の審議につきま

しても同様によろしくご協力のほどお願いしたいと思います。 

 議事の中に入るといって入らずに一言申し上げましたけれども、あと 1点、前回行われ

たこの前の委員会というのは、4 月 30 日の 31 回目の委員会ということになります。それ

からおよそ 2ヵ月近く空白の時間があったわけですけれども、その間にみなさん方に連絡

していると思いますけれども、6 月 25 日に旭川にて地域意見交換会を開催しております。

まず議事に先立ちまして事務局からその件について報告をお願いしたいと思います。 

 

○地域主権局 渡辺参事 

 それでは私のほうからご報告させていただきます。 

ただ今会長からお話がありました地域意見交換会の開催結果に合わせまして7月16日に

国に対しまして第 4回目の道州制特区提案を行ってきましたので、その 2点についてご報

告させていただきます。 

 順番ですが資料 1をご覧ください。まず特区の提案の関係でございます。この資料 1は、

この 2年間国に対して行った提案の一覧表でございます。 

一番下、平成 21 年 7 月 16 日提案ということで第 4回目の提案結果でございます。これ

につきましては、4月 10 日の委員会からのご意見をいただきまして、6月になりましたが

第 2 回定例道議会のほうにかけまして 7 月 3 日の本会議で全会一致での可決をされて、7

月 16 日に北海道知事におきまして内閣府の担当部署のほうに提出してございます。 

 1 枚めくっていただいて資料 2 になります。議会への提案に先立ちまして市町村の意見

聴取ですとかパブリックコメントを道のほうで行ってございます。参考までにその結果に

ついてご報告させていただきます。 

 市町村からの意見聴取の主なものといたしましては、条例による法令の上書き権の創設



に関するもの、国の出先機関に係る予算・人員等の情報開示、それと健康食品に関する北

海道独自の表示基準の創設に関わるものがあります。 

またパブリックコメントにつきましては、それに加えて過疎地等における病院と診療所

の連携に係る特例措置に関して、地域医療の課題解決に向けて引き続き検討してほしいと

いったものが意見として出されてきたところでございます。 

 結果といたしまして、４点ほどございますが、全て基本的には賛成ということで、反対

するものはなかったということでございます。 

 結果としまして、資料 1に戻りますけれども、これまで国に対して 27 項目の提案をする

ことに対してこのような経過を辿っておりまして、今後 4回目につきましては国からのヒ

アリングが今後行われていくということになります。いろいろ政局の関係もございまして

今後のきちんとしたスケジュールというのは、まだ見えませんけれども、私どもとしまし

ては、この提案が最大限認められるように全力を尽くしてまいりたいというふうに考えて

おります。 

 次に資料 3でございます。地域意見交換会の開催結果について報告させていただきます。

去る 6月 25 日水曜日ですけれども旭川市において井上会長、五十嵐副会長にご出席いただ

きまして地域意見交換会を開催してまいりました。 

当日は、このお 2人の他に地域の代表ということで旭川 NPO サポートセンターの理事で

あります森田様と北海道地域づくりアドバイザーの下川町の谷さんのお二方にも参加して

いただいたということでございます。 

 当日は、旭川市内の NPO 関係者の方、市町村職員の方など 23 名の出席をいただいて意見

交換などを行ってきたところでございます。 

当日の意見交換の中でも話された意見については、6 に概要を記してございます。母子

世帯への支援事業の対象の問題ですとか緊急用河川敷道路事業、公共事業に関する問題、

その他 NPO に対する企業からの寄付の免税についてといった問題、また家族による介護、

健康な家族が介護した場合にも介護報酬というかたちで出せるようにすれば過疎地域など

でもいいのではないだろうかというようなご意見があげられました。 

 7 番目になりますけれども、当日参加された方々にアンケート調査を行ってございます。

その結果につきまして 7番目に簡単に載せさせていただいております。 

井上会長、五十嵐副会長におかれましては、この意見交換会に出席いただきましたこと

にこの場を借りて改めて御礼を申し上げます。 

 以上、第 4回目の国への提案を行った概要と地域意見交換会の開催結果についてご報告

させていただきました。 

以上でございます。 

 

 

 



○井上会長 

 ありがとうございました。 

ただ今事務局から 2 点、1 点は前回ここでも審議し、前々回知事のところに答申した案

件の道議会における扱い。さらに国への提案というかたちで持っていった。さらに 2点目

は、資料の 3に基づきまして 6月 25 日旭川にて開催いたしました地域意見交換会の開催結

果についてということで報告をしてもらいました。 

これらの点につきましてご意見、あるいはご質問があればお出しいただきたいと思いま

すがいかがでしょうか。よろしいですか。 

 では議事の中身に入らせていただきたいというふうに思います。 

(1)道民提案の検討結果についてということであります。 

本委員会は、皆様方ご承知のように道民提案ということをベースに数多く答申をすると

いうことで審議をしてまいりました。本日をもって私どもの任期が最後ということになり

ますので、最後の開催ということになりますので、これまでの道民提案の検討結果という

ものがどういうふうに整理されてきたのかということを一応総括しておきたいというふう

に思います。その総括の結果をもってまたみなさん方からご意見等々をいただきながら次

の委員会に申し送りできればというふうに思っております。 

 確認でございますけれども、この資料の 4は、かなり詳細な部分についての記述もあり

ますけれども、これは私ども本委員会におきましては道民のみなさん方からの 314 件の提

案につきまして第 1次整理で「特区提案によらなくても対応可能なもの」と整理した道民

提案や、あるいは検討した結果少し答申の中に盛り込むには時間をかけての審議が必要だ

というようなもの。これらのものを全て本棚に一旦しまっておくというような取り扱いを

してまいりました。ですから、ここに残っているものにつきましても全て次回の委員会に

おきましては、新しいメンバーになる委員会におきましては、道民のみなさん方からいた

だいたご意見でまだ未整理のものも含めてということで引き継いでまいりたいと思います。

この点について事務局から全体を説明していただきたいと思います。 

 

○地域主権局 渡辺参事 

 それでは資料 4につきまして説明をさせていただきたいと思います。 

まず 1番ですけれども、道民提案の募集結果でございます。平成 19 年 3 月に募集を始め

て本年 4月までの間に個人、市町村、各種団体から計 314 件の提案がありました。 

これらの道民提案につきまして当委員会での検討状況でございます。この委員会を平成

19年 7月に設置して以降、本日を入れまして32回の委員会を開催させていただきました。

この 314 件の道民提案、項目で重複もございますのでそれを整理しますと 268 項目ありま

すけれども、これら全てについて検討を行ったということでございます。 

 まずこの 268 項目のうち 114 項目については、道州制特区提案として検討すべきものと

いうことで検討を進めております。残りの 154 項目については、基本的には現行法でも対



応可能であるという意味で道州制特区提案によらなくても対応可能なものということで仕

分けをしたものでございます。 

 この道州制特区として検討すべきもの 114 項目について、さらに検討を進めた結果、31

項目についてですが知事の答申につながったものでございます。 

 268 項目の道民提案の全体につきましては、資料 4 の下のところに表でまとめてござい

ます。整理案として 114 のうち提案につながったものの他 78 項目については本棚にという

ことで、検討を一旦終了して、今の段階ではすぐに特区提案にはつながらないということ

で、一旦終了したような状態にしまして、5 項目については検討継続というかたちになっ

ております。 

 この 5項目につきましては、次のページ以降に個々の提案に対する状況が整理されてお

ります。5 ページをご覧ください。5 ページの中で 54 番、215 番ですけれどもカジノに関

する提案がございます。これについての検討結果のところ、特区提案として検討すべきも

のについて継続に丸がついています。この 2件は継続ということになっております。 

 次は 6ページになります。69 番の自由貿易地域の指定というところも継続に丸がついて

ございます。75 番と 221 番の空港の関係でございますけれども、これらにつきましても継

続していくということで、合わせて 5つが項目として、種類としては 3種類なのですけれ

ども継続ということになっています。 

 以上この 2年間の道民提案とそれについての検討状況をご説明させていただきました。 

 

○井上会長 

 ありがとうございました。 

ただ今の事務局の説明等に関しましてご意見・ご質問があればお出しいただきたいと思

います。いかがでしょうか。 

 確認ですけれども、今事務局から説明があった部分で検討を継続するというのは、5 件

ということになっているけれども、5ページ・6ページの継続のところに○がついているも

のが 5つあって、項目ごとに束ねていくと 3種類になるということの理解ですね。 

事務局から説明があった点をふまえてここのところをまとめさせていただくということ

で、まとめ方にご意見等があれば後程お出しいただきたいと思います。 

1 つは、これまで道民のみなさん方から、資料 4 の最初のページを見ているわけですが

314 件、項目にして 268 項目が上がってきたということで、この委員会において全て審議

をしたということであります。これは審議が十分でなかった部分、あるいはその他の理由

で棄却したものというのは 1件もないわけですけれども、一旦本棚に残しておくというか

たちで処理をしておりますので、次の委員会においてはこれを貴重な財産として今一度機

会あるごとに再点検をしていただいて新たな答申に結びつくものがあればそこから審議を

経た後に答申に盛り込むというかたちで申し送りをするということ。 

あとは、今確認した 3 項目のということでありますけれども、1 つはカジノの問題、カ



ジノの 54・215 ということで束ねられて説明があったと思います。カジノの振興というこ

とで、これは何度もこの場で機会あるごとに議論をしてまいりしましたし、また参考人と

いうかたちで召集したこともございました。これにつきましては、地域においての議論が

十分に煮詰まっていないというようなこともありましたので、答申に盛り込む寸前で、そ

こまで決断ができなかったということで、地域において市民の合意を得た上でカジノ誘致

に関する正式な意志表示が地方から行われるということを待つというかたちで処理したと

いうふうに思っております。 

 次の 69 ページの自由貿易地域指定ということにつきましても、この委員会のかなり早い

時期にこれを議論してまいりました。提案者である、名前は委員会の中で出たと思うので

すが、稚内市ということだったと思いますが、その後具体的な内容の検討状況というのが

必ずしも明確にこの委員会にあげられてこなかったということで、そういうものが明確に

議会等で審議された後この委員会に具体的な提案として再度上がってくればその場でもう

一度議論をするということです。 

 さらに最後のところの空港の活性化のところにありました空港の一括管理、千歳空港の

ハブ空港化、75・221。これにつきましても委員会の早い段階でかなり集中的に審議をした

ということでありました。節目節目でも議論をしたのですが、どうも詳細な説明はあった

ものの、肝心なところの、つまり空港別収支など空港に関する国の情報開示というものが

必ずしも十分でなかったので、我われは答申に盛り込むという決断ができないまま終わり

ましたので、改めてそれについては国の様々なかたちでの事業内容について予算、あるい

は人員というようなものについてきちんとしたかたちでの情報開示をしてもらうというこ

とで答申の中に盛り込み、それが実現した後の段階で個々の情報が開示されるということ

を期待して、それをにらみながら答申に盛り込むかどうかということを再度検討するとい

うかたちであっただろうと思います。 

 今申し上げたようなことを次の委員会への申し送り事項というかたちでしたいというふ

うに思うということで提案をいたしますが、ご意見・ご質問等々があれば改めてお出しい

ただきますようお願い申し上げます。 

 宮田委員、どうぞ。 

 

○宮田委員 

 今日も実はカジノのことに関しまして全道の各地域で取り組まれておりますカジノ研究

会のみなさん方、それから関心ある自治体のみなさんが集まりまして、道のほうで開催さ

れた会議がございました。みなさんいろいろな取り組みを熱心にやっております。 

今日、そこに来られたカジノオーストリア、実際にヨーロッパでカジノを 50 ヵ所ぐらい

やっているところの日本の代表の方の話がありました。やはり北海道らしい、それから地

域に根ざした計画を出すことが一番大事だろうと。他のところのまねをするのではなく、

地域の特性と北海道らしい活動をできるようになれば、北海道は小樽のみならず、この間



釧路・阿寒を見ていただきまして、阿寒湖畔なども非常に地域の方々にコンセンサスがあ

って、そういう方の独自の計画。こういったものができ上がったとすれば非常によいもの

になるのではないかということです。 

 実は全国各地、沖縄はもとより各県でカジノの話があって、今度は九州の佐世保市が独

自に市としてあえて特区に挑むと。これは、これまで構造改革特区で提案を各市町として

出していかないとほとんど無理だということでお答えをいただいていましたけれども、こ

れまでとちょっと手法を変えた中で地域振興とか、それからいくつか切り口を変えて、も

う一度あえて待とうではないかということで、辞めてしまいましたけれども鳩山前総務大

臣が地域の特性を生かした温泉ですとか、いろいろなものとリンクした地域振興との絡み

であれば検討を大いにするべきではないかというような発言を受けてのことだと思います

けれども、そういったことで全国でもこういったことで話題となっておりますので、是非

とも次回の委員会の申し送り事項に、会長からもお話がありましたが、この辺のところの

議論をしっかりとお伝えしながら、できれば具体的なそういった取り組みがまとまってく

るのであれば後押しをしてあげたいものだなというふうに思っております。 

よろしくお願いしたいと思います。 

 

○井上会長 

 ありがとうございました。 

その他ご意見いかがでしょうか。 

山本委員、どうでしょうか。 

 

○山本委員 

 空港の箇所ですけれども、会長の話にもありましたように、わりと早い段階で審議をし

ましたし、ある意味ではかなり近い情報を出していただいたのですが、実は、私は運輸交

通審議会という道の中のもう 1つの審議会にも顔を出しています。今年の 4月から、その

中で道内空港の活性化というテーマで会議がもたれることになりました。つい先ごろ１回

目の会議がありました。次期の道州制特区提案検討委員会のタイムスケジュールはわかり

ませんけれども、現局の中での議論は当然ですが、それは比較的縦の担当セクションの議

論です。 道州制に関しては、前から申し上げていますけれども、道の非常に重要なテーマ、

特に道民から出されたテーマに関して縦横がなくそのテーマについて真剣に議論する、先

程知事もおっしゃったようなスタイルが大切だと思います。できれば両方のスピードがフ

ィットするかたちで、かつ、できるだけ早く結論に至るかたちで、そこを見据えた審議を

していただければと思います。 

 と申しますのも、これはあとで申し送り事項の中でもふれられるかと思いますけれども、

農業と観光、あるいは地域振興、経済の振興という話というのは、元々非常に重要なテー

マで、広く深い。残念ながら議論しつくせなかったという状況かと思います。特に空港は



全てに関連があると思いますので是非次期委員会で議論していただきたいと思います。 

 

○井上会長 

 ありがとうございました。 

その他いかがでしょうか。よろしいですか。 

道民提案というもの、検討を継続しているもの、あるいは検討を一旦終了しているもの

も含めて次回の委員会ではこれを大事にさせていただきたいということ。 

 個別の案件につきましては、検討を継続するというふうになっているもののうち、カジ

ノの問題、自由貿易地域の問題、空港の問題、それぞれ慎重に議論を積み重ねた上で可能

な限り前向きに取り組んでいただきたいということで次回に申し送りするということにし

ていきたいと思います。 

 カジノの件につきましては、宮田委員から意見等々がありました。この委員会の中でも

集中的に審議をしたという中では、地域振興ということだけではなくて、やはり地域の別

の面に与える影響というようなところについても審議してまいりましたけれども、こうい

ったものも合わせて配慮しながら 1つの結論を出していただきたいということを申し添え

ておきたいと思っております。 

 よろしいでしょうか。 

では(2)「継続案件審議について」というところに移っていきたいと思います。「継続案

件審議について」というのは、これは 4月 30 日の前回の委員会でありましたのでみなさん

方はご記憶にあるかどうか定かではないのですが、そのときには道庁提案というかたちで

経済部のほうから 2件提案がありました。 

健康食品等の問題と、あと 1つがここに上がってきております特区理学療法士・特区作

業療法士の資格の創設というものについてであります。この点につきましては、委員の先

生方から前向きな回答をということでいただいていたというふうに記憶しておりますが、

ただ一部全体の字句の訂正等々が必要である。あるいは、実際に進行しているというよう

な状況があったので、このあたりを少し見てはどうかというようなところの提案から第 4

回目の答申に盛り込まないかたちで処理しました。 

ただ次回委員会があって 5月、あるいは 6月、その後あった段階では、それを検討させ

ていただくということにしておりました。 

今日やっても、実は第 5回目の答申ということはしませんので、それに盛り込むことは

ありませんけれども、先程と同様に次回の次期委員会に申し送りというかたちで提案した

いと思います。ここでまた区切って最初から振り出しというと時間の無駄にもなりますの

で、今日改めて説明をしていただいて、できればこの委員会として結論を出していただく。

そういうことなので経済部のほうから説明をよろしくお願いいたします。 

 

 



○経済部産業振興課 桑名主幹 

 経済部産業振興課でバイオ産業グループを担当しております桑名でございます。 

これまで 4回の提案説明におきまして、産業振興課長の辻課長から説明をさせていただ

いております。それから辻課長につきましては、この 4月で経済部商工局次長ということ

で昇格しておりまして、本日も辻局次長より説明をする予定だったのですが、急遽出席で

きない用事ができまして、代わりまして私のほうから説明をさせていただきます。 

 これまで 4回ということで長きにもわたっていますので、簡単におさらいの意味も含め

まして横の資料 1ページから 8ページに至る資料ですが、この資料でもってその概要につ

いてもう一度ご説明をさせていただきたいと思います。 

 1 ページ目になります理学療法士・作業療法士の医療行為と新たな運動指導等サービス、

今回の提案になっております運動等指導サービスのことですけれども、この 1枚目のペー

ジにおきましては、特区提案というものが医療サービスにおける理学療法・作業療法の技

術や知識を活かした取り組みとするということ、そのこと自体が医科学的なエビデンスを

しっかり持って質の高いものを提供する。そういうねらいがあることを説明させていただ

いております。 

 2 ページ目をご覧いただきたいと思います。2ページ目につきましては、この特区提案に

よって期待されること、生活習慣病の予防ですとか介護予防への期待ということを改めて

提示させていただいております。生活習慣病、それから介護予防などの予防ということに

つきましては生活の段階、それから習得度の段階などによって 1次予防、2次予防、3次予

防という段階がございますけれども、まずもって元気のある段階の予防というものをしっ

かりこの運動指導サービスの中でやっていけないかということでございます。 

 右側の下のほうにお示ししております資料、元気なお年寄りは 2割、一般のお年寄りは

6 割、医療・介護が必要なお年寄りは 2 割というような資料を用意させていただいており

ます。東京都の老人総合研究所の副所長であった柴田博によって示された資料でございま

す。本当に介護が必要となっているお年寄りの他にも、その 6割のお年寄り、元気なお年

寄りは 2割ということがありますが、そうしたお年寄りの生活を支えていく、そうしたこ

との介護予防を支えていくということが重要になってきます。 

これをもってして社会保障費の抑制のために道民自らが心身機能の低下のために役立つ

ことというのがありますのでこうしたことも必要かと思っております。 

 次に 3 ページ目のところをご覧いただきたいと思います。3 ページ目では、それではと

いうことで具体的な医療スキルを活かした取り組みについての説明をさせていただいてお

ります。理学療法士・作業療法士の専門性として 1人ひとりに合わせた機能評価、分析、

そうしたことをふまえてその生活自立支援までをやっていく。こうした機能を「問題解決

型フィットネス」というふうに 3ページの右下に書いていますが、そうした取り組みの中

で活かしていきたいというようなことになります。 

 4 ページ目につきましては、特区理学療法士・特区作業療法士による新たな業務領域、



これまではどうしても都市圏、しかも医療施設ですとか福祉関係の施設に限定的に張りつ

いておりました。そうした理学療法士・作業療法士の皆様が地方の地で取り組んでいける、

生活機能に関する相談ですとか独自のサービスというところを囲いで書いておりますが、

生活する機能に関する相談・指導ですとかストレッチ、簡易な器具を用いた運動等の指導、

それから市町村が行っている保健指導の支援など、こうしたものを組み合わせることによ

り地域の中でしっかりしたサービスを提供できるようになればというような思いでござい

ます。 

 次の 5ページ目、それから 6ページ目につきましては、ならばということでこの特区提

案による新たな健康づくりサービスの担い手、その特区理学療法士、それから特区作業療

法士という仮称をつけさせていただいております。そうした理学療法士・作業療法士の特

区提案の担い手の技術、それからコミュニケーション、コーディネート能力の担保、その

あとの専門的な教育をどうしようかという部分の説明資料でございます。 

 全国的な事業事例紹介、後程のページで出てきますが、こうした中でも高い事業スキル、

コンプライアンス、地域への貢献など、こうしたことが言われております。こうした力を

専門的な教育の中で確実に習得する。地域の中で真に信頼され、貢献できる人材育成を担

っていく。そうしたことがこの提案の中で担保するべき重要なことというふうに考えてお

ります。 

 7 ページ目を見ていただきたいと思います。7ページ目につきましては、道内外の理学療

法士が健康づくりサービスに取り組んでいる事例をご紹介させていただいております。従

来からの急性期、回復期の医療機関で提供されている理学療法、それから作業療法のみな

らず意識や在宅・病院、そして介護予防や健康増進などの取り組みが各地で始まっており

ます。大都市圏の地域の業務もありますが、たとえば滋賀県の長浜市、人口 8万程度の地

方都市ですが、こうした地域においても従来の理学療法を越えた取り組みというのが始ま

っております。 

こうした取り組みの中から公的な保健制度の元でのニーズに対するサービスから、その

保険界を自費で賄っている。それぞれ個々のデマンドに対するサービスの提供、こうした

ものが重要になっていくだろうと。そうしたことがこうした取り組みを担っている理学療

法士の皆様の中でも意識されているところでございます。 

 こうした新たな需要に応える一方で、その高い理念のコンプライアンスを確保していか

なければならない。これは先に経済部で提案している健康食品のことも同じでございます。

しっかりしたものを用意していかなければならないということ。それからサービス利用者

の目的、希望や目的に沿う技術の向上というものが必要となる。金儲けといった軽薄な趣

向ではなく、広義の社会貢献となるそうしたことが意識されて今取り組まれているところ

でございます。 

 8 ページのところになります。8ページのところでは、本道における取り組みの 1つとし

て株式会社アフィオというものの取り組み事例。この事例につきましては、北海道新聞社



さんからの記事提供をいただいているものでございますが、こうした中でご紹介させてい

ただきます。 

このアフィオという会社ですが、大学や試験研究機関の研究成果を活かしたサービスや

長期提供を行う事業者として昨年 1月に設立されております。現在脳血管障害による手足

のマヒなどのリハビリに使われるキネステージというリハビリ機器の製造販売。そうした

ことと共に民間スタジオを活用したひざイタ予防教室というもの、極めてまだ限定的です。

大都市圏である札幌で成り立つものではありますが、こうしたところに取り組んでいると

ころでございます。 

 こうした中でお年寄りの変形性膝関節症というようなものに対する運動療法のプログラ

ムを提供していく。治療やリハビリを必要とするものではないが膝の痛みや不安、そうし

た不安を抱えている人々を対象に事業を開始しているところでございます。 

 現在札幌でこの教室を開いておりますが、今後は全道各地に広げる意向も持っておりま

す。そうした中ではその自治体をはじめとした地域の関係機関や団体の協力が不可欠とな

ります。そうしたことも今後関係者として調整を進めていかなければならないという部分

になります。経済部といたしましてはこうしたサービスを地域に拡大・定着させるために

自治体等の関係機関・団体等の理解と協力を得るためにも道州制特区による制度的な位置

づけが重要と考えております。 

 まとめになります。特区提案のねらいというものをその後ろのところにご用意させてい

ただきました。今回の特区提案につきましては、1 といたしまして医療スキルを活かした

サービスであることを示していく、競合していくとともに質の高いサービスを提供するこ

とを積極的に示す。道民の皆様に安心感を持って活用していただけるようなサービスを提

供していくということが 1つのポイントになっております。 

 それから 2点目といたしましては、法令的に積極的に位置付けることにより地域の行政

機関や関係団体との連携強化、それから自治体や福祉、医療サービスの関連事業者、さら

には商店街組織や住民組織などと一緒に取り組んでいく動機づけになっていくことを期待

するものとなります。 

 3 番目といたしましては、これもこれまで提案している健康食品と同様な部分になりま

すが、十分な質の確保をされていないものが道民に提供されるようになると本道全体の損

失ともなります。こういったサービスの質の確保をするためには、質の劣るものが提供さ

れることの一定の歯止めをしていかなければならない。専門的な教育を行うことによりこ

の提案で示していきたいというふうに思っております。 

 今回の提案につきましては、いずれにしても道民の福祉・厚生の水準を高めていくとい

うことができるよう、その社会的な課題の解決に資する積極的に解決するビジネスモデル

を民間ベースで持続的な経済活動の中で取り組めるようにこの特区提案の中で求めている

ものでございます。 

 経済部では、昨年来より健康づくりというその産業振興を大きなテーマとして取り組ん



できております。産業振興のために様々な政策手法がございますけれども、補助や融資な

どの予算事業、それから技術開発やノウハウの提供などとともにこの道州制特区提案によ

る産業振興の取り組みが重要と考えております。 

よろしくご検討をお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

○井上会長 

 ありがとうございました。 

ただ今経済部より説明をいただきました。この点につきましてご意見・ご質問があった

らお出しいただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

五十嵐委員。 

 

○五十嵐副会長 

 この点については、この会議の中で大きな議論が 2点あったと思うのです。 

1 つは、こうした新たな特区という頭をつけた新しい資格制度をつくることでこれまで

の PT・OT の業務拡大になるのか、あるいは今でもやろうと思えばできることに、わざわざ

1 つハードルを設けることで、ある意味業務をしにくくするのではないかという 2 つの意

見があったと思うのです。 

私は前者だという理解をしたという意見です。今でもやろうと思えばやれるのだけれど

もやっていないというのは、いくつかの要因があるわけです。 

それと積極的に進めていくために特区ということでこの資格を設けていく。新たな資格

を創出するという意味で特区提案に位置づけるということだと思って聞いていました。 

 2 つ目は、事業性の問題でした。今お話しのように介護保険から外れて保険サービスで

はなく自費で支払う、それからビジネスモデルを提案するときに、特に過疎地を想定して

いらっしゃるようなのですけれども本当にニーズがあるのだろうかというところで議論が

あったと思うのです。 

それについては、経済部がいろいろな予算もつけながらやるというような、最後にその

ようなことをおっしゃったと思うのですけれども、事業性についてはどう見ているのかと

いうのをお伺いしたいと思います。 

 

○経済部産業振興課 桑名主幹 

 まず 1点目の規制化、どのように見分けるかということについて補足でご説明をさせて

いただきます。 

今道外でやっている事例につきましても、あからさまに理学療法ということを競合して

やることは難しい状況でございます。医療行為ということの壁もございます。そうした中

で理学療法のスキルを活かしたものであるということを示していくことが 1つ重要である



のかなというふうに思っております。 

事業性の問題につきましては、過疎地域においては事業性の確保というものは難しいと

ころでございますけれども、今ひとつモデル事業を興して、その中で実際に事業性の確認

というのをしっかり行っていこうと考えております。 

 それからもう 1つは、特区提案で大事なことは、その市町村ですとか地域の中でこうし

た取り組みというものの方向性を認識してもらう。市町村の中では、現在介護予防の取り

組みとして、たとえば転倒予防のための教室などを外部に委託してやっているような事例

もございます。こうした自治体の取り組みについて、たとえば委託を受けて事業にしてい

く。そうしたことを 1つの柱にしていくということの中で事業性というものが確保してい

けるものというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○井上会長 

 その他いかがでしょうか。 

他の先生からご質問が出るかもしれませんけれどもちょっと間を取って、この提案その

ものというのは、一番後ろのページにもありますけれども、要するに理学療法士・作業療

法士法というものの定義の第 2条第 4項かなにかに、医師の指示の下にというところ、こ

このところに随分引っかかっている。要するに健常者に対してもそういった理学療法士、

あるいは作業療法士の活動の場があるのではないかというところが元々の出発点であった

というのはよろしいですね。 

それで、あと実際に、たとえばレジュメのところの 7ページで札幌のアフィオをはじめ

として道外の事例もいくつか出ております。このあたりのところは現行法規ということで

いえば、要するに医師の指導の下に全て行われているという理解でいいのですか。 

 

○経済部産業振興課 桑名主幹 

 7 ページ・8ページの事例につきましては、これは理学療法という行為自体にはなりませ

んで、医師の指導の下ということではございません。 

理学療法の外側であって、今の時点では理学療法などを活かしたサービスということを

言えない、そうしたことによって差別化ができないという状況にもございますけれども、

やはり医療スキルを活かしたということをしっかり言えるような状態で、新しいサービス

に取り組んでいければと思うところでございます。 

 

○井上会長 

 わかりました。 

その他いかがでしょうか。 

 



○佐藤委員 

 経済部の提案について聞いていると、ちょっと北海道の地域経済の活性化とかいう話し

が出てきたような気がするのです。つながりが今ひとつわからないのですが。私の聞き間

違いでしょうか。 

 

○井上会長 

 私もその点を言うべきだったのかもしれませんが、先程の 7ページ・8ページのところ、

特に 8ページのところは新聞の記事を読むようなかたちでご説明になったと思うのです。

ここの中で一番時間をかけて読まれた部分は、段落でいうと下から 2番目、要するにリハ

ビリテーション装置・キネステージの製造販売を始めたというところなどがあって地域産

業の振興だとかというところに結びついてきたので、ここで初めて保健云々のところの部

局ではなくて経済部のところから上がってきた真意というのがここにあったのかなという

ふうには思ったりもしたのです。 

佐藤先生の質問につけ加えたかたちになりましたけれども、ちょっと質問にお答えいた

だけますか。 

 

○経済部産業振興課 桑名主幹 

 社会全体の活動の側面というのは、その社会生活による取り組み、アプローチの仕方、

そしてまたその経済政策によるアプローチの仕方があると思います。 

一見健康づくりということについて、医療サービスということについては、これまで日

本の中で社会政策というアプローチの方面から中心にやってきている。しかしながら今一

番困っていることというのは、介護保険という社会保険の制度の中でやってきたところが

よかったのだろうか、これからも持続してやっていけるのだろうかということがたぶん一

番の不安な材料になってきていると思います。 

そうした中で持続性のある活動をやっていくためには、その経済活動というものの持続

性というものが決してこうした活動の中でも否定できることではないというふうに思って

います。そして北海道の中では、健康づくりということをテーマにして今いろいろな政策

的なことをやっていけないかということをやっているところではあります。これは理学療

法士・作業療法士の健康づくりサービスということではなしに、これだけではなく健康食

品のことを含め、それから今後は医療の機器サービスですとか、そうしたものを広範に取

り組んで産業振興になっていくというところにつなげていければというふうに思っている

ところでもあります。 

 経済のその地域の社会活動というのは、経済活動と不可分なものでもあると思っており

ます。過疎地域などの中でも、医療サービスによらない健康づくりの経済的活動としてサ

ービス活動が進んでいくことによって、地域の経済、社会が活性化していくものと期待す

るところです。 



○五十嵐副会長 

 もっとストレートに言ってよろしいかと思うのです。機器の販売というのは、これその

ものは、もちろん経済活性には寄与するところはあるのだろうと思うのですが、そうでは

なくて、資料の 2 ページを見ていただくと、ニーズとか事業性といっている。おそらく 2

ページのところで約 6割の高齢者というのが何らかの疾病上のリスクを抱えているという

リスク管理が必要です。実際に介護予防を受けている方々の割合というのは相当程度低く

てそんなにいない。高齢者の中で、まだ 1.何％だったりするわけです。 

そうすると本来は、それが 5％、10％に広がらないとこの 20％になる人たちの予防がで

きないというのが公式的な考え方なのですが、なかなかここの発掘ができないというのが

現状なのです。 

 ここについては市町村事業で 3 ヵ月の事業費がつくのですが、3 ヵ月経ったら終了し、

受けられなくなる。本来継続していけばいいのにそこでやめると要介護になる方たちもま

たいるということで、そこから先の事業をどうするかというので自費でという話になる。 

ただ、本当に自費でやれるだろうかというのは、前に林さんからもあったように、ちょ

っと心配なところがあるので、それをモデル事業とか、あるいは道が持っている何らかの

補助金なのか国の補助金なのかわかりませんが、何らかのモデル事業でやってみる。やっ

てみて効果があればもしかするとビジネスモデルが描けるのではないだろうかという理解

だと思うのです。 

あるいは市町村がもう少し市町村事業として広めてもらえるならば市町村事業として広

めてもらいたい。あるいはもっとコストを小さくして、1 人あたりの単価を小さくして広

めるとか。そこの工夫はあると思いました。 

あっているのかどうかはわかりませんが以上です。 

 

○井上会長 

 佐藤先生のご質問に対するお答えはあれでよかったのでしょうか。 

 

○佐藤委員 

 私は、あまりよく理解できないのですけれども。 

なぜ経済の話なのかまだよくわからないのですけれども、まあそれはいいです。間接的

にはいろいろな地域経済の発展につながっていくだろうという、そういうお話だろうとい

うふうに思います。 

 五十嵐さんが今 2ページを話しになったのですが、つまり今は 20％の方が医療介護が必

要なお年寄りで、60％がその予備軍ということ、潜在的な可能性がある人たちだというよ

うな読み方からすると、ここに何らかの今回提案されたような予防をしないとこの右側の

20％というのがさらに 30％、40％というふうに増えてくるのでしょうか。 

 



○五十嵐副会長 

 明確な数字はわかりませんけれども、たとえば介護保険が始まったときのこの 20％とい

うのは、たかだか 12％～13％だったのが今は 18 前後になっている。 

介護予防の成果・エビデンスというのは、まだ国も明確に示していないので、とても言

いにくいのです。ただ、やらないよりはたぶんいいだろうというのと、これによっておそ

らく効果があることをやっているというものだと思うのです。その成果については、実は

国レベルでもまだムニュムニュと言っているというのが現状だと思います。 

 しかしながら個別の成果はたくさん出ています。それがポピュレーションレベルで出て

いるかというと、まだまだというのが現状です。 

 

○井上会長 

 その他いかがでしょうか。 

林委員 

 

○林委員 

 ちょっとまだ私は特区でという、説明はわかるのですけれども、特区でこれをするとい

うのはまだ理解ができていないところもあるのです。 

それと前の健康食品のときなどもそうなのですが、これは北海道だけの特区として提案

していますよね。ここで資格を取った人が他府県に行った場合というのは、他府県で資格

を取ってきた人が北海道に来たときに必要となる専門教育のあたりはどうなっているのか

ということを知りたいのですが。 

 

○経済部産業振興課 桑名主幹 

 健康食品についても他府県に流れることがあったら困るということで店頭販売で POP を

表示ということに限定させるということがございました。その健康づくりのサービスの部

分についても道内で専門的な研修教育を終了した者は道内で実施するものに限るというふ

うに思っております。 

元々道州制特区というものは、全国に先駆けてということで北海道の地域をモデルにす

るということでもないと思いますので、そういうところがある意味限界でもあり、その制

度上のことでもあるというふうに思います。 

 

○佐藤委員 

まさに今経済部のご説明にあった通りでありまして、私もそう思っていたのです。何回

も繰り返しになって申し訳ないのですけれども、資料 1なのですが、我われもそう思って

いたのですけれども、どうも見るとそうではなくて、我われが提案すると全国展開になる

のです。ですから、提案してもいいのですけれども、他の府県でも「じゃあ俺にもやらせ



ろ」というような、全国の経緯がありますから、それでやってやるというふうに広がって

いくのではないかというふうに想像しています。 

ただ「特区」とつけただけなのです。特区ではなくて、何か別の名前を厚生労働省が考

えるのではないかというふうに想像していますが。今日が最後ですので提出していただけ

れば。そういう話を専門家仲間として、けしからんと言ったら、北海道在住ではない別の

専門家からは「そんなことを言っても地方分権が進むのだからいいじゃないか」というふ

うに叱られました。それもひとつあるのかなということでよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 

○井上会長 

 その他いかがでしょうか。 

この資料はこの資料として議論の結果として引き取るというかたちでまとめたいとは思

うのです。ただ先程説明の中にあった、要するに産業振興云々というのは、これは特区の

中であまり前面に出てくる話ではなくて、それをやった結果として、これも一番最後のと

ころに産業振興云々というのはたぶん出てくるのだろうと思うのですが、要するに高度な

健康づくりサービスの創出というところで出てくるわけです。基本的に特区というところ

でやるのは、要するに医師の助言なしにやれる、やれないというところ。ここのところを

クリアしていくというかたちでご提案いただいたものだというふうに理解するしだいです。 

 これまで機械の話ですとか器具の話というのは、正直いって私は初めて聞く話なのです。

広い意味での地域振興になります。だから片方の健康食品のところもそういう意味で私は

個人としては支持しますよという話をしましたけれども、機械の販売のところまで議論を

した話ではないので、今までの議論の枠組みの中でそれを取らせていただくというご理解

をしていただければと思います。 

よろしいでしょうか。 

 

○経済部産業振興課 桑名主幹 

先程の機械器具の話につきましては、そのアフィオという今実際に予防サービスに取り

組んでいるところが、今回の特区提案とは別にそうした機械器具のことに取り組んでいる

ということを合わせてのご紹介ですので、今回の特区提案とは直接提案の中にはふれてご

ざいません。 

 

○佐藤委員 

 確かに高齢者を含めましてこういった介護調査ですとか健康を維持するものというのは

大事だと思います。 

特に地域に入ってこういったことをやるという場合には、各市町村それぞれ保健師さん

がいらっしゃるので、いろいろな健常者を含めた保健指導をなさっているはずです。そう



いった人たちとの連携もきちんと行われるような、そういうサービスにしていただきたい

というふうに思います。 

 以上です。 

 

○井上会長 

 その点よろしくお願いします。 

元々の出発点の大義名分というのは、今言われたところにあったと思うのです。要する

に医師の偏在ですとか、あるいは過疎地において年配者がどんどん増えてくる。その人た

ちに十分な医療が行き届かない。そしてリハビリを受けるにしても何時間も車に乗って、

バスに乗って、列車に乗ってというところを何とかできないものかというところからここ

の場では議論を正面に受け止めたわけです。そこのところを、この場での議論の流れとい

うのを一応ご理解いただきたいと思います。 

 では、この提案、前回からすると半年以上この場でなされてきて審議してきたわけであ

りますけれども、特区理学療法士・特区作業療法士の資格の創設ということにつきまして

は、次の委員会に申し送りをするということにしたいと思います。 

内容は、今日か明日で任期を終えるこの委員会において審議をしました。それで前向き

に対応するというかたちで引き受けたということでありますので、その点を次の委員会に

申し送るということでご理解いただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 では説明と質疑応答でお答えいただきましてありがとうございました。 

＜桑名主幹退席＞ 

次の議題に移らせていただきたいと思います。(3)「その他」というものであります。そ

の他につきましては、資料の 6をご覧いただければというふうに思います。 

これは、何回か事務局等々含めて議論をしたところを列挙しておりますので、先生方の

ご意見をお出しいただいて、それで次の委員会に申し送り事項としておくっていきたいと

思います。 

 まず 1.総括的な事項ということで(1)審議の進め方についてとあります。道民提案を募

集し、それをもとに審議をしていくというこれまでの手法については、道民のニーズに応

えた提案を直接国に届けるということで、道民に道州制や道州制特区を理解していただく

という点などに大きな意義がある。 

2 番ですけれども、寄せられた道民提案の背景や提案に関わる道内の実情をより的確に

把握するため、関係者からの意見聴取は重要であることから、今後も、地域や関係団体等

の意見が審議に反映されるよう、意見聴取の機会を多く設ける必要がある。 

 (2)審議・答申分野についてです。最初の○ですが、道民提案（314 件）については、一

通り審議を終了し、「地域医療」、「食やくらしの安全・安心」、「環境」、「観光」、「地域再生・

地方自治」など、多岐にわたる分野について、27 項目の答申を行ったところであるが、答

申につながらなかった分野として、「雇用」、「子育て」、「教育・学校」などの分野があるほ



か、本道の基幹産業の 1つである「農業」に関しても具体的な審議を行えなかった。 

 今後、本道の特性（農業や観光が基幹産業の一つ、豊かな自然環境、安全・安心な食な

ど）や現状(地域医療の崩壊、少子・高齢化の進展、雇用・経済の悪化など)を踏まえ、本

道の持つ強みをさらに強めるような分野や、弱みの克服につながるような分野において、

さらに審議を重ねていく必要がある。 

 (3)道民提案についてです。道民から寄せられた貴重な道民提案を、より有効に活用して

いくことが大切であり、審議を一旦終了したものについても、再検討する必要がある。し

たがって、地域医療をはじめ、経済、環境、福祉、地方自治など多種多様な内容を含む、

これまでの道民提案（314 件）についても、さらなる活用を図っていくことが有効な方策

の 1つである。 

 道民提案については、募集そのものが道州制特区の普及啓発につながるものであること

から、今後も、地域意見交換会の開催を含め、様々な工夫をしながら、新たな提案の募集

に努める必要がある。 

 (4)庁内提案についてです。道自らが施策の遂行や業務処理の改善のため、特区提案を有

効に活用すべきであり、今後さらに、庁内提案に積極的に取り組む必要がある。 

 道州制を目指して地方分権を進めるという観点から、国の地方分権改革推進委員会で検

討されている内容（国の関与・義務付け・枠付けの廃止など）の中からも、道として積極

的に提案に向けた検討を進める必要がある。 

 (5)その他です。道州制特区の審議は、道民のニーズに応え、道民の声を直接国に届ける

ためのものであるから、本委員会の審議がより多く道民・国民に関心をもっていただける

よう努力していくと同時に、より多くの委員が出席できる審議日程の確保について十分配

慮する必要があること。 

2.個別の事項です。これは本日 1・2で審議をしていただくことをまとめるということに

したいと思います。 

それで、これはかなり重複しているコメントもありますけれども、それらもふまえまし

て先生方からこれはおかしいという項目、あるいはこの点をつけ加える必要があるのでは

ないかというような観点につきましてご意見等々をいただきたいと思います。 

どなたからでも結構です。 

 

○林委員 

 (2)の審議・答申分野についての 1つ目の○なのですけれども、答申につながらなかった

分野としてこういうことを書いて、さらにわざわざ農業に関しても具体的な審議を行えな

かったと書く必要は、私はないのではないかと思います。 

農業という大きな枠ではなかったけれども、たとえばグリーンツーリズムのことについ

ても何回か話し合いをしましたし、またバイオマス関連の農業計画ですとか、かなりテー

マとして私は話をした気分になっておりましたので、ここの表現は、本当に多岐にわたっ



て議論を深めたと思うので、この書き方はちょっと直してほしいというふうに思いました。 

 また雇用・子育てについても、それだけではないけれども、たとえばコミュニティーハ

ウスの制度創設ですとか、部分的に子育てに関連しているものとか雇用に関連したものは、

私はあったように思っているのです。大きく分けるとなしになってしまうのかもしれない

ですけれども、このあたりも逆に「こういう分野で答申を行った」でいいのではないかと

いう気もしますけれども。 

なかなか思い通りにいかなかったところもきちんと書いたほうがいいのではないでしょ

うか。ちょっとそのあたりが参加した者としてはそんなにだめだということをたくさん書

かなくてもいいのではないかという気がいたしました。 

 

○五十嵐副会長 

 私も言いたかった点なのですけれども、林さんの今の意見に関連したところで、分野で

審議を行えなかったというのではなくて、審議の過程の中でなぜ審議が十分に行えなかっ

たかということは真摯に書いておいたほうがいいと思っています。 

たとえば農業に関してというのでなくても空港に関しても審議はしたのだけれども進ん

でいないところが結構ありました。それはなぜかというと、そもそもこの委員会は、ビジ

ョンですとかあり方について議論するところではなくて、あくまで特区としてどういう提

案ができるのかを審議するところだという限界がある。 

それにしても審議をするための基本的な数値ですとか基本的な考え方というものが示さ

れないままに審議をするのはつらかったと。農業についても医療についてもたくさん審議

はしたのに全て業界、あるいは関係部局から違う、どうも議論ができない資料が出てきて

しまうというところに問題があるのではないだろうかというふうに書いてかまわないので

はないでしょうか。これは委員の意見ですから、道の主権局の意見ではなくて委員の意見

なのでそう書いていただきたいと逆に思っています。 

 2 点目は、今のことに関連して、先程最初に山本さんがおっしゃったことと同じなので

すけれども、結局ここではビジョンを検討する場ではないとすれば、きちんとビジョンを

検討する場と足並みを揃えて検討していきたいと。医療についてもあのときは「医療何と

か審議会」というところで地域医療のあり方が検討されてそれに基づいてここでも議論を

し直しましょうということになっておりましたが、そのままになっている。 

それは向こうが審議をしていないわけではなくて、おそらくされているのだろうと思う

のですけれども、どこかで足並みを揃えたり、やれるところは一緒にやらないと、別に敵

対しているわけではなくて、何となく医師会の理解を得られずに終わってしまったのでは

非常に悲しいなという気がしますので、ビジョンをつくるところ、そういうことを審議す

るところと歩調を合わせてやっていただきたいということを 2つ目に書いておきたい。 

 それからもう 1つは、審議の進め方なのですけれども、道民提案はこれで結構かと思い

ます。意見聴取もいいのですけれども、聞くだけではなくて、具体的にその地域で、道州



制の芽発見事業のようにして地域でこういうことを道州制で、事業そのものは道州制その

ものではないにしてもそこに道州制ですとか道州制特区に関わることがあれば、意見を聞

くだけではなくて積極的に取り組んでいただくような動きをつくっていきたい。 

 まだどうやったらいいのか具体的に申し送り事項として整理ができていないのですけれ

ども、旭川で聞いたお話も、あれを進めようと思ったら何か 1つの提案にできるような気

がするのですけれども、聞いて終わってしまうのです。もったいないと思っています。 

そこで出てきたことを、この委員が動くかどうかは別にしても、是非主権局と支庁の間

でうまく事業をつくる。経済部の動きは、私はいいと思っているので、やはりモデル事業

としてつくっていこうという動きがあること。そういう動きをつくっていく必要があると

いうことも記載をしていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○井上会長 

 ありがとうございました。 

今のご意見等に関して何かご意見はありますか。 

 

○山本委員 

 林委員がおっしゃったことに関して私も同感です。 

2 のところ、五十嵐副会長もおっしゃったように分野のところはこういう議論があって、

実は 2つ目の○で結構言っているのですよね。そこで消化すればいいと思います。 

 それで五十嵐副会長もおっしゃったように、なぜ進まなかったかというところは、確か

に私も先程先走って言ってしまいましたけれども、そこはさわりない程度にこうだとわか

る表現で結構なので、十分に練っていただいたほうがいいかなと思います。 

 それから今五十嵐副会長がおっしゃった道州制でのアイディアとか提案を、さらにムー

ブメントにしていくためには、これは意見なのでそうしてくださいということではないの

ですが、やはり地域主権局はサポートはできるけれども基本的には担当のセクション、部

局がそれをしていく、あるいは地域としていくことになるのかなと今のところ思っていま

す。そのために予算化ができるようになる。そうではなかった場合にはどういうふうにし

ていくのかということ。これは、もしかしたらその地域の企業なり団体なりが応援してい

くことになるのかもしれません。だからうまく道州制が物事を動かしていくよいツールに

なるように使っていかなくてはいけない。 

 私も検討会議のスタート時点では、こんなに膨大なカテゴリーで毎回丁寧に議論をする

のはいいのだけれども先が見えないなと思って、自分の能力も及ばないなと辛い感じがし

ました。ただ、これは企業の立場からいうと、もしかしたらこれはアイディアの宝庫にな

るのかもしれない。玉石混交とかいろいろ言われましたけれども、アイディアを出さない

よりは出したほうがいいし、動きもしないよりはしたほうがいい。それでだめだったらそ



の時にまた考えればいいということで、今までちょっと臆病になっていたところがありま

すけれども、今本棚に入れたものの中にも実はピカリと光るところもあるように思うので

す。それを引き出したとき、お金がそこにないとできなかったりもする、知恵も人も必要

ということになる。そこのところを次期委員会では検討していただきたいと思っています。 

 

○宮田委員 

 ありがとうございます。 

今の北海道の新しいビジョンとせっかくやっている特区のアイディアとの議論を、やは

り連携させたかったというところがあります。本当に敵対しているわけではないので現在

進行しているいろいろなところでの意見なども資料としていただいたり、そこの委員会の

人とも意見交換をさせていただくような場もあってもよかったのかなということもありま

す。 

 それから実は、見ればわかる通り年々、最初に始めたときは 248 件で、その次の年にな

ると 40 件とか、半年ごとに減ってきていますので、やはりアイディアを集める仕組みにつ

いては今のようにいろいろな仕組みをつくったらいいと思う中で、実は全道各地で支庁ご

とにいろいろな地域の問題点を検討する委員会、私も地方ではその委員会のメンバーにな

っているのですが、そういったときに出てくるアイディアの中から地域の特性を活かした

このようなもの、会議ではそこの意見というのはたくさん出てくるのです。だから支庁で

地域政策のみなさん、仕事が増えて大変かもしれませんけれども、一本でも二本でもいい

から各支庁から、これは項目ごとに出てきていますけれども、各地区ごとの特性を活かし

た重点項目もあるわけですから、それに沿ったものを促進するための規制緩和のポイント

についての意見というのは、支庁も含めて集められたらいい。 

それから、そういうことを通して支庁の人も、もう少し特区のこういった意見の出し方

を各地域の農家ですとか漁協ですとか、いろいろな事業にアドバイスできるチャンスにな

ると思うのです。そういった意味ではノルマを課す必要はありませんけれども各支庁でも

呼びかける。 

 その会議のときに実は、また別の話で、ある首長さんが、これは非常に力のある首長さ

んですが、「宮田君ね、特区というのはね」と言って、道州制特区の話ではなくて道州制の

話になってくるのです。 

つまり首長さんですら、北海道道州特区検討について言うと道州制自体の議論と一緒に

なってしまう。首長さん自体がそうだから、地域では「道州制は、俺はこういう考え方が

あるからこれは」という、特区とは全然違う議論になってしまうのです。 

 それで僕は、呼び名を(道州制特区)でもいいのだけれども、北海道特区だとか、「道州制

特区」といっても「道州制」というのが頭にきてしまっているから首長さんも道州制の議

論を始めてしまうという。それを何かうまく交わす、規制緩和なのだから規制緩和特区な

のか、規制緩和、北海道規制緩和なのか、何かちょっと首長さんがこれだからまいったな



と思って。 

これは、きっとどこの町に行っても同じだと思います。何か次のステップでは工夫した

ほうがいいのかなと。広くアイディアを集めて議論をしていく。 

 僕たちも大変勉強になりました。この委員会を通じましていろいろな分野の項目につい

て触れることができました。出てきている特区に対しての議論だけではなくて、そういっ

たクレームも見えてくれば次に進む可能性が出てくるので次回もがんばってやっていただ

きたいと思います。 

 

○佐藤委員 

 この申し送り事項の、確かにいろいろ広範囲のところがあろうかと思うのです。何か最

初から「提案検討委員会」という感じなので、私はむしろ「提案検討」という受身の感じ

がしています。最初のうちは、こういう道民のみなさん方からいろいろなアイディアを出

していただいて、それを検討するというようになっていますが、2 年経って次期というこ

とになりますと何人かの委員さんから出ていますように、ただ道民の提案を、これはいい

とか、あれは違うとか、これは検討するという、その検討をするというだけではなくて、

五十嵐副委員長がビジョンとおっしゃっていましたけれども、ビジョンでいいのかどうか

わかりませんけれども、もう少し積極的にこの審議会に関わっていけるようなものにした

ほうが委員さんのフラストレーションが少しは軽減されるのではないかという感じがして

おります。 

 それと、まさに今みなさんがおっしゃるように「道州制」とついているがためにそちら

に引っ張られる。もちろん引っ張られてかまわないのですけれども、そうすると実際は必

ずしもそういう話にはなりにくいので、ついつい「お前らのやっていることはしょうがな

いな」というふうに批判をされたりするわけです。それは仕方のない部分もあるのですけ

れども、道庁さんとしてももう少し理解をいただくように、そういうことが必要なのかな

というふうに思っています。 

 今さら言うのもなんですが、スタンスがよくわからないのです。それも道州制特区提案

委員会ですから、そこだけ取り上げて私はなるべく道州制問題そのものにはふれないよう

にしてやってきたつもりなのですけれども。 

ところが一方で道庁のホームページなどですと、「次の道州制につながる何とか」とか、

「全国の道州制につながる何とか」ですとか、何かすごい大風呂敷が書かれていたり、ど

うなっているんだろうというような感じで、よくスタンスなどもわからないのですよね。

それは別に役所というよりはおそらくもっと上のトップレベルの話だと思いますけれども。 

 ここで何をしたいのだというあたりを、そこも考えられるのです。単に道民からあがっ

てきた提案を検討するというだけではない、もう少し広く次の道州制へのステップに向け

た何らかの検討ができるような委員会にしたほうがよろしいのではないかというふうに思

っています。 



 以上です。 

 

○井上会長 

 ありがとうございました。 

それぞれ先生方からご意見をいただきました。まだ言い足りないことがありましたらお

出しいただきたいと思います。 

中間で私のほうから発言をさせていただきましたが、先生方からいただいたご意見は真

摯に受けとめて最終的に申し送り事項の案を改めて作成し、会合こそはできませんのでメ

ール等でこのように書かれたらいかがでしょうかということの提案を近々にさせていただ

きたいと思います。 

 それで今思いつく部分だけで申し上げておきますと、たとえば、最初に「道州制特別区

域提案検討委員会」というのは、これはどういう言い方をしたらいいのかわかりませんけ

れども、道の条例としてなっておりますので、これを変えるというわけには、たぶん煩雑

な手続きが必要であるということです。つまりここのところは先生方からいただいている

意見を見ると、いくつか言葉の重ね合い、重なり合いというところでも意見があって、た

とえば道州制の検討でもないし、「道州制特別区域」というところがくっついているもので

すから、どうしても私どもが地方に行ったりその他でお話をしていると道州制特区の提案

をいただきたいのに延々と道州制のお話をされてまとめ方に苦労するというような部分が

ある。 

ただ、これはこの委員会でやっている私たちがそうではないにしても、他の委員の先生

がおっしゃったように道民のみなさん方の多くというのは、やはり道州制＝言ってみれば

道州制特区。イコールというのは、表現はあれなのですが、重なり合わせて取られるとい

うのは、これはこれまでも何回もそのような状況に遭遇しましたし、参考人を招致したと

きも「ちょっと違うのだけれども」という思いをしなかったわけではない。 

 そして今度は提案なのです。それに今度は、提案するための審議会であればあれなので

すけれども、提案というのは主体が誰なのかわからなくて、ここの場では検討しろという、

そこのところが提案＋検討なのか、提案があがってきている部分を検討するのがこの委員

会なのかというのが、これは条例の中身をあまり正確に記憶していないのですけれども、

そこのところの整理は必要だと。 

 整理は必要だといっても冒頭に申し上げましたように、この名前を変えるというのは、

変えないとまた次の委員会ができないようでは困ると思いますのでこのまま走っていかざ

るをえないのではないか。 

ただ、宮田委員ですとか佐藤委員からご指摘があった部分というのは、やはり今後のあ

り方としてどちらにしても意見を汲み取るかたちで動いていかないとどうも動いていかな

い。道民のみなさん方に積極的にご提案いただくというのは、これはいろいろなかたちで

工夫が必要だと思うのですが、ただなかなか最初無理して出したものがあって、なかなか



時系列的に見るとあがってくる件数が減っているのと同じように、これからどれくらいあ

がってくるかというのは、たとえば次の新しい委員会の任期というのは 2年間になるのだ

ろうと思うのですが、それでどれぐらいあがってくるのかというと非常に不安な部分もあ

るということ。 

ある部分は、私は 2ページのところにあった(4)「庁内提案」というかたちで職員からあ

げられてくるもの、この 2年間の間はいかがなものかと思ったけれども、今後の場合とい

うのはそういうところで道庁の中であげてもらう。その裏側にはいろいろなかたちでの委

員会や審議会等々があって、運輸交通ですとか医療、あのようなところとうまく連携を取

りながらここの組織と組織、委員会と委員会というベースではいかないので、やはり道庁

の主権局あたりが中心になりながらそこをブリッジしていただいてうまく意見のすり合わ

せができる、あるいは対立点が明確になるように図ってもらうというようなことも含めて

道庁の各部局で抱えておられる部分というのをお出しいただきたいというふうに思ってい

ます。 

 そういう意味では「道庁何々部」というようにしなくても、場合によってはいいかもし

れない。しかしこれまでとは違って道庁の各部局の提案というのは必要になってくるだろ

うし、あと次回の委員会の中で積極的に委員の中で、この委員会の場合は五十嵐委員によ

って何度か提案していただきましたけれども、そういったかたちで提案というようなかた

ちであげてもらって審議の提案の幅を広げる、深さを深めるということの工夫が必要なの

ではないかというように思います。その点は、先生方のご意見を汲み取っていきたいとい

うように思っています。 

 あとご指摘のあった部分、最初に林先生からありましたけれども、(2)の部分は「本道の

基幹産業の 1つである農業に関しても」というご意見がありましたし、どなたかがおっし

ゃったけれども下に書いてあるではないかということで疎まれるというふうに思いますの

で、最初の○の「農業」というところは削除するということです。 

 かえって道州につながらなかった分野として雇用云々の分野がある他というのは、これ

はいずれにしても次の委員の先生方が最初に会合を持たれる、あるいは事務局で説明され

るときに資料の 4というのを持っていかれると思うのです。これは雇用・子育て云々とい

うのは、最初に私どもがやった、これはもう私どもが承認してそれをベースにして議論し

てきましたので、要するに項目区分、ここのところのゼロのところで雇用対策ですとか子

育てですとか、教育・学校というふうになっている個々の項目を持ってきてこの記述にな

ったと思いますので、書いても書かなくてもすぐわかるのでそこまで書かなくてもという

ふうには思います。 

 あと五十嵐委員から出たいろいろな審議が十分行えなかったというのも僕は、おそらく

ここの部分だと思います。2 ページの 2 の「個別事項」のところで先程あげられたところ

は出てくると思うのです。カジノですとか自由貿易地域、あるいは空港というようなもの

は、これは今回の委員会ではかなり審議をしたけれどもなぜ答申にいかなかったかという



ところの理由として書くというところはありうる。そのように書けばなかなかいかないと

いうところはあったというふうには思います。 

 ただ先程言ったように私どもと事務局というのがあるわけですが、各その他の委員会の

中で行われている意見なども含めて、そこで平行した議論が進んでいく、まとまらなくて

もなかなかどういう状況になっているかというのはここに入ってこないので、そのあたり

の組織といいますか、あるいは審議のやり方、資料の提出の仕方というところにひとつ工

夫がいるのかなというふうには思います。 

 一応先生方から出た部分を私がコメントしましたけれども、冒頭に言いましたようにま

とめた上でこちらから回して修正していただくつもりでいますけれども。3 件出した五十

嵐さん、どうですか。（五十嵐副会長： 大丈夫です。また回していただければ。） 

 その他いかがでしょうか。 

やはり一番不安なものは、要するに提案をここでするのか、あがってくる提案を検討す

るのかというところにありますが、いずれにしても提案も道民のみなさん方個々人からと

いうだけではなくて委員、あるいは各行政の組織が取り組まなければいけないというのは

あると思います。その提案がどれくらいあがってくるのか、詰めることができるのかとい

うのは、これは不安ですよね。あがってこないと議論ができないようでは困るのです。 

 

○佐藤委員 

 「農業に関しても具体的な審議を行えなかった」というのは削るということでいいので

すけれども、資料 4では農林水産業の答申につながったものは 3と書いてあります。ちょ

っと矛盾しています。 

 それと、実際に資料 4の 3ページをご覧いただきますと、多くの提案が特区によらなく

ても対応可能ということで農業振興の分野が二分されているわけです。 

1 つ付け加えていただけるならば、提案を道民のみなさん方からいただいたということ

によって、その道民のみなさん方がシュリンクしているといいますか、これはできないだ

ろうと思っていることが実際には何の法令上の縛りもない、別にやれる、あるいは場合に

よっては現行の施策の中では可能であるとか、そういう提案も出てきたわけです。 

これがよくないというのではなくて、むしろこういうチャンスでもって、やってみたら

そういうことだったのだなということを知っていただける機会にもなります。 

あまり現行の法令でもできるようなものを出すのは難しいかなと思うのです。やってい

るやつを出すのは難しいかなというのではなくて、いろいろ出していただいて、その中で

いったい何が道民のみなさん方にできるのかというところの、ちょっと言葉がうまく思い

つかないので変な言葉になりますけれども「学習効果」といいますか、そういう意味もあ

ったといったようなことを書き加えていただけるといいのではないでしょうか。 

 

 



○井上会長 

 わかりました。よろしいですか。 

1 点だけ私は忘れました。お二方ぐらいから出た道州制の芽発見事業というかたちで、

要するに 1つのモデルをつくって、それで道民のみなさん方から見えるという事例をいく

つか出していくということで特区をつくるということ。提案をして終わりということでは

なくて、もう少し具体的な事例というものをつくりながら、もう少し具体的に見える構図

を作っていく。そういうことの提案がありましたので、できるだけ出していくようなもの

を手がけていく。これはかなり負担になるわけですけれども、そういうことをやっていか

ないと提案もあがってこないということになるのだろうと思います。 

よろしいでしょうか。先生方からたくさんのご意見をいただきました。ご存知のように

政局如何によっては、この道州制特区推進法というのは法律ですからすぐに変わることは

ないにしても、道州制というものについての取り組みというのが、どのように感じが変わ

っていくのか、受けとめ方、対応の仕方が変わってくるのかということが、不安の中で次

の委員会というのはスタートするわけです。幸か不幸か私どもの議論は、その前の段階で

終わりですので、ここで終了ということにさせていただきたいと思います。 

 では事務局からお願いします。 

 

○地域主権局 渡辺参事 

 どうもありがとうございました。 

ただ今の、申し送り事項のところでいただいたご意見については、私どものほうで相談

をして検討したいと考えております。 

それから 1つ申しますと、宮田委員から支庁でもいろいろな意見・アイディアがあるの

ではないかということです。実は、一連の支庁制度改革にはいろいろとありますけれども、

その中において、各支庁から知事のほうに提案をするという仕組みをつくっております。

その中で我われの 1つのアイディアとして、この道州制特区のアイディアというものをき

ちんとあげてもらうというような仕組みを、今内々で考えています。それも 1つずつ実現

していきたいと思っています。 

そのあたりの工夫をしながら、ご意見をいただいたように道民提案を元に検討するとい

うだけでは、次回もなかなか大変だろうというのは同じ思いでございますので、いろいろ

とアイディアを出しながらやっていきたいと思っております。 

 本当に 2年間ありがとうございました。そのようなことで皆様のご協力といいますか、

積極的な議論が次回の委員会に引き継がれるよう私どもも努力をしていきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 

 

 



○井上会長 

 ではこれにて閉会させていただきます。 

 

＜会議終了＞ 

 


